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高浜発電所の原子炉設置変更許可申請の概要 添付資料

１～４号機共用化

【事業所内運搬時のイメージ】

廃樹脂

（ 約１５m3×８基）

（ 約１７m3×５基）

（１、２号機廃樹脂処理装置等の共用化）

（申請の概要）
・ １、２号機の廃樹脂処理装置等を１、２号機共用から１～４号機共用に変更する。
・ ３、４号機から１、２号機へ廃樹脂を移送する設備（計量タンク・移送容器）を設置する。

（申請の理由）
・３、４号機は廃樹脂処理装置を有していないことから、１、２号機の装置を共用化して処理するため。
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・廃樹脂処理装置は、廃樹脂に吸着している放射性物質を溶離器により薬液（希硫酸）で分離
させる装置である。
・放射性物質を分離させた後の樹脂（洗浄済の樹脂）は、既設の雑固体焼却設備で焼却する。
・放射性物質を分離させた後の薬液は中和させた上で、濃縮し、濃縮廃液タンクに貯蔵する。

・脱落防止措置（固縛等で固定）

［廃樹脂運搬量］
約０．３m3/回
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【廃樹脂処理装置の概要】
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［溶離器の硫酸による樹脂－放射性物質の溶離原理］
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・発電所では、原子炉の冷却水等に含まれる放射性物質および塩素やナトリ
ウム等の不純物を、脱塩塔に充填したイオン交換樹脂（以下「樹脂」という）を
通して浄化している。
・樹脂は直径約１ｍｍ程度の粒子状のもので、浄化能力が低下した樹脂は
廃樹脂としてタンクに貯蔵している。

廃樹脂

樹脂は焼却炉で焼却処理
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（高浜発電所敷地面積等の変更）

（申請の概要）
・原子力災害制圧道路整備事業に伴い、道路形状に合わせ、周辺監視区域（敷地境界線）を変更
（フェンス移設）する。
・敷地境界線の変更に伴い、敷地面積を変更する。（約２３５万㎡→約２３３万㎡）

高浜発電所の原子炉設置変更許可申請の概要

高浜発電所

主要地方道舞鶴野原港高浜線

音海地区

至 日置

神野地区

神野浦地区

神野浦港

一般県道音海中津海線

発電所敷地境界
と道路が干渉

原子力災害制圧道路整備事業

才谷川

高浜発電所敷地面積
（約２３５万ｍ２
→約２３３万ｍ２）

全長約８００ｍ

最大幅約５５ｍ

敷地境界変更のイメージ

原子力災害制圧
道路整備事業

現在の敷地境界
新しい敷地境界

原子力災害制圧
道路整備事業

（申請の理由）
・原子力災害制圧道路が発電所敷地の一部を通過するため。


